
令和8年４月　保育園・幼稚園の入園申込み

「第22回入間郡市人権フェスティバル」の開催について

保育園の入園申込みについて
入所要件　保護者の就労等により、保育を必要とする児童
申請期間　11 月４日 ( 火 ) ～ 28 日 ( 金 ) 
申請場所　子育て支援課窓口
書類配布　10 月 15 日 ( 水 ) から子育て支援課窓口で申請書類を配布します。
そ の 他
〇施設の決定は申込順ではなく、町が利用調整を行います（令和 8 年１月下旬頃決定）。
〇町外施設を希望する方は施設のある市町村に申請方法を確認し、越生町に提出が必要な場合は受付

期限の１週間前までに提出してください。
幼稚園の入園申込みについて
　越生みどり幼稚園は、11 月４日 ( 火 ) から幼稚園で受付を行います（入園案内と申請書類は 10 月
15 日 ( 水 ) から幼稚園で配布します）。詳しくは幼稚園にお問い合わせください。

町内の保育園・幼稚園

　21 世紀は人権の世紀といわれ、人権尊重意識の高まりは世界的な潮流となっています。人権が尊重
され、誰もが自分らしくいきいきと暮らせる社会の実現をめざし、人権問題への理解・関心を深める
ため「人権フェスティバル」を開催します。

日　時　11 月 17 日（月）　午後０時 30 分～３時 30 分
場　所　越生町中央公民館　視聴覚ホール
内　容　○オープニングセレモニー
　　　　　「ハルモニアンシンフォニー」による演奏
　　　　○講　演
　　　　　「人権問題の課題と現状～ともに生きる社会への道しるべ～」
　　　　　講師：椎

し い や
谷　玲

れ い か
香氏　（弁護士）

　　　　○その他
　　　　　集会所作品展示、物品販売など
その他　入場無料、手話通訳あり、保育あり（1 歳から就学前、10 月 31 日（金）までに問合せ先に

要申込み）
主　催　越生町、越生町教育委員会、入間郡市同和対策協議会
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社会福祉法人山吹会
山吹保育園

越生町立
越生保育園

学校法人信愛学園
越生みどり幼稚園

住　　所 如意98- ２ 越生1046- ４ 越生950
電話番号 292-5684 292-2231 292-2106
利用定員 70人 90人 60人
対象年齢 満４か月以上 満６か月以上 満３歳以上

保育時間

平日　7:30 ～ 18:30
土曜　8:00 ～ 17:00

平日　7:30 ～ 18:30
土曜　7:30 ～ 13:00

平日　8:45 ～ 14:30
※預かり保育あり

※保育時間は、就労状況等により決定します。
※平日18：30 ～ 19：00は延長保育で有料となります。

　　平日  　8：00 ～ 8：45
　　　　　14：30 ～ 18:00
　　長期休業中　8:00 ～ 18:00
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う 292-3121　え 292-5400　お webmaster@town.ogose.saitama.jp役場ですハイ！

令和8年度　学童保育室の入室児童申請を受付けします
（１）対　　象 　越生町内在住の小学生で、仕事などの都合で保護者が常時留守、もしくは看護に時間

を要する家庭の児童。（※仕事 ･ 介護 ･ 病気などの理由以外で、家庭に父母や祖父母
等の保護者がいる場合は対象外です。）

（２）施　　設　 越生学童保育室 ･ 分室　　定員 85 名（大字黒岩 251 越生小学校内）
　　　　　　　　梅園学童保育室　　　　   定員 35 名（大字小杉 553 梅園コミュニティ館内）

（３）保育時間

※世帯の取扱いについては、児童扶養手当の基準に準ずる。

（５）申請方法　申請用紙に必要事項を記入し、必要な書類を添えて子育て支援課窓口で申請してくだ
さい。申請用紙は子育て支援課窓口にあります。

（６）申請期間　10 月 1 日（水）～ 31 日（金）（期間厳守）
※日曜日・祝日を除く。土曜日は午前中のみ。
※この期間を過ぎますと先着順の対応となります。

（７）そ の 他　※定員を超える申請があった場合は、保護者の就労等の状況を審査し、入室を決定さ
せていただきます。希望する学童保育室が定員に達した場合、入室待機となる場合
があります。

　　　　　　　 ※通常の入室とは別に夏休み（８月）のみの利用も定員内で受付します。
また、入室回数が少ない場合は「一時預かり」をご利用ください。詳細は子育て支
援課までお問い合わせください。

　　　　　　 ※毎年、定員を超える申し込みがある状況です。必ず期間内に申請をお願いします。
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（４）保 育 料　　月額 10,000 円（別途おやつ代 2,500 円）
※保育料減免（対象者は別途申請）　※重複して減額できません。

時間外保育(午前) 通常保育(定時保育) 時間外保育(午後)

平日授業日・土曜授業日 放課後～午後６時 午後６時～６時30分

土曜日 午前８時～８時30分 午前８時30分～午後６時 午後６時～６時30分

春夏冬休み・振替休日 午前７時30分～８時30分 午前８時30分～午後６時 午後６時～６時30分

※土曜日は、越生学童保育室での合同保育となります。
※日曜・祝日・年末年始（12/29～1/3）はお休みです。

区　　　　分 減額される額（月額）

① 生活保護世帯 5,000 円

② 前年度市町村民税非課税世帯※ 5,000 円

③ ひとり親世帯 2,000 円

④ 同時に２人以上の児童が学童に入室している世帯（２人目以降の児童） 2,000 円
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